


法定労働時間（1日8時間・週40時間）を超えたとき

時間外労働が限度時間（1か月45時間、1年360時間等）
を超えたとき（※1）

時間外労働が1か月60時間を超えたとき（※2）

法定休日（週1日）に勤務させたとき

22時から5時までの間に勤務させたとき

25％以上

25％以上

50％以上

35％以上

25％以上

（※1）

（※2）

（※1）平成22年4月1日から施行されます。割増率は、25％を超える率とするよう努めることが必要になります。
（※2）平成22年4月1日から施行されます。（ただし、中小企業については、当分の間、適用が猶予されます。）
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